
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日高市と日高市内郵便局が地域における協力

に関する協定を締結しました 
 

これまでも、災害発生時や、道路等の損傷等の情報提供、高齢者等の地域見守り活

動等について相互に協力を要請できることとしていました。今回、新たに包括協定を

締結することにより、これらに加え、不法投棄を発見した場合についても情報提供を

いただくことができます。今後、郵便局のネットワークを通じまして、安心・安全な

まちづくりをより一層推進していきます。 

 

日時  平成２９年１２月８日(金) 午前１０時から 

場所  日高市役所 ２階庁議室 

協定内容 

○高齢者、障がい者等の異変に気付いた場合における情報提供 

○道路等の異状を発見した場合における情報提供 

○不法投棄を発見した場合における情報提供 

 ○災害発生時の協力に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

   協定書に署名している様子        谷ケ﨑市長と日高郵便局北林局長  
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日 高 市 

政策秘書課 企画調整担当 

℡042-989-2111 内線 2257 
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